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序

最近の英国児童養護を取 り巻 く情況は,大 規模な内外の新たな取組による影

響を反映 しつつ,大 きく変動してきている。国際的には1988年 『児童権利条約

案』(DraftConventionontheRightoftheChild)が 国連のワーキンググ

ループにおいて承認され,近 く総会がそれを採択することが予想されている。

同条約案は,発 展途上国の児童の権利擁護を明示する一方で,児 童を(権 利主

体として)保 護の対象にするのではな く,権 利行使の主体 として規 定 して い

る。例えば,公 私の福祉機関 ・裁判所 ・行政は,児 童に関する全てのアクショ
くユラ

ンにおいて児童に最も利益 となることを第1義 的に考慮せねばならず,そ のた
　か

めには,自 己表現のできる児童には意志(意 見)表 明権が与えられている。つ

まり,こ れまでは児童の権利を行使する主体が実質的に大人の側に限られてい

たのであるが,児 童 自身が意志表明を通 じて権利行使の主体とな り,大 人に蹂

躙されて来た 自分たちの権利を実際に行使する機会が保障されることになった

のである。このことは,英 国児童養護施策 ・実践に極めて重要な影響を与える
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こ とに な る。

他 方,国 内 で は,社 会 福 祉 サ ー ビス(PersonalSocialServices)を め ぐる

様 々な 動 きが 児 童 養 護 に 直 接 ・間 接 に 影 響 を与 え て きて い る。 主 要 な もの とし

て は,以 下 の よ うな 出 来 事 が あ げ られ よ う。 す な わ ち,(1)現 在 国会 で審 議 され
くヨラ

て い る新 しいr児 童 法 案』(Children'sBill)が 近 く立 法 化 され る こ と,(2)コ

ミュ ニ テ ィ ・ケ ア推 進 の た め の 青 写真 で あ る 『グ リフ ィス報 告 』(Community

ゆ

Care:AgendaforAction1988)を 具 体 化 す る政 府 白書 が 間 も無 く公 刊 され

地 方 自治体 社 会 福 祉 の在 り方 に根 源 的変 化 が 起 こる こ と,(3)同 報 告 とほ ぼ同 じ

(5)

時期に刊行された居住施設 ケアに関する 『ワーグナー報告』において居住施設

機能の積極性が強調 されたこと(APositiveChoice1988),(4)地 方 自治体社

会福祉サービスの非営利(民 間)・営利業者への委託を進めるサービス利用者
　の

主義(consumerism)の 高 まり,等 である。

これ らの英国内での出来事は,そ れぞれ固有の目標 と対象とがあって起こっ

たことであ り,必 ず しも単純に児童養護施策 ・実践改革 と直結するものではな

いが,そ こにおいて主張 ・強調 されていることは,児 童養護の在 り方に強い影

響を与えてきてお り,様kな 形でその影響が児童養護施策 ・実践に反映されて

きている。そ うした様kな 影響をどの様に表現す るか とい うことについては諸

見解があろうが,r児 童法案』に謳われている 「意見表明権による児童の希望

や感情の尊重」お よび 「諸決定に対する児童や親の不服申立手続きの制度化」,

rグ リフィス報告』のコミュニティ ・ケア施策(直 接的には障害者 ・老人が対

象であるが)に おける 「サービス選択肢の多元化」,『ワーグナー報告』におけ

る 厂サービス選択権の保障」および 「不服申立手続きの明確化」,高 まる利用者

主義がもたらした 「利用者によるサービス評価活動」,等 があげ られるであろ

う。いかなる言葉で表現 されるとしても,児 童養護の脈絡で考えるならば,次

のような事態に事柄が収斂 しつつあるといえるのではなかろうか。すなわち,

児童養護施策の在 り方や個kの 児童の処遇の決定に際 して,一 方的にサービス

を提供する側が(児 童にはこれが最善であると主張することによって……実際

は行政や職員の都合を優先 させて)全 てを決定 してきてお り,利 用者側である

児童自身や親が受けるサービスについて批判 した り,意 見を表明することはな
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かった。しかし,以 上の動 きに影響されて,児 童養護施策 ・実務において利用

者のサービス評価や諸決定に対する不服申立手続きを様々な形で制度化するこ

とによって,行 政や職員の都合で実施 されていた児童養護施策 ・実務を児童の

権利を実質的に保障するものへと改革 していく基本的な視点が明確に認識され

ることになったのである。換言すれば,『 児童の権利条約案』が強調している

権利行使の主体としての児童を中心においた施策 ・実務をいかに開発するか,

ということが英国の児童養護改革の基本的視座 となってきているのである。本

稿では,こ うした児童養護改革の視座がどのような形の革新(innovation)と

して現実に導入されつつあるか検討することによって英国児童養護の今後の方

向性を探ることが主眼である。このことがひいては戦後45年 間ほとんど革新さ

れることのなかった我国児童養護にひとつの改革の視点を提示することに繋が

るのではないか と期待するか らである。

1.英 国児童養護における施策 ・実務改革の構造

前述のように内外の影響を受けて,英 国における児童養護は種々の改革に取

り組むことになるのであるが,そ れについて説明する前に,児 童養護の内部に

おける最近の動きに触れておかねぽならないであろ う。1970年 代後半以降,そ

れまでに当然のことと考}xら れてきた児童養護施策 ・実務の在 り方が根源的に

問われることになっていった。その契機は,お そらく高齢児童比率が高まり,

彼等に対する従来の施策 ・実務の不十分 さが明確になってきた こ とであ ろ う

(この点に関しては,現 在の我国における情況は15年前の英国に類似 している

といえるかもしれない)。

それまでの児童養護は,里 親養護であれ居住施設養護であれ,そ していかに

代替的家庭の様相を呈していたとしても,基 本的には伝統的な家父長主義に基

づく児童養護モデルであ り,ソ ーシャル ワーカーがお膳立てをし,里 親 ・施設

職員の提供する養護サービスを様kな 不満があっても甘受するとい う類いのも

のであった。 ところが,こ うした伝統的モデルの枠内では急増する高齢児童の

ニーズは充足され得なくなってきた。特に養護における児童の基本的人権を侵
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すような様kな 習慣や取 り決めや規則の存在,そ して児童養護を離れる場合の
ゆ

自立 援 助 に 関 わ るサ ー ビス の不 備(い わ ゆ る リー ヴィ ン グ ・ケア1eavingcare)

の 問題 は,高 齢 児童 処 遇 の要 で あ る に も拘 らず,ほ とん ど施 策 策 定 者 ・実 務従

事 者 の 関 心 とな って い な か った。

この よ うな 情 況 に風 穴 が 開 け られ るの は,社 会 福 祉 サ ー ビス に お け る一 連 の

「サ ー ビス利 用 者 の 声」 研 究 で あ った。 ソ ー シ ャル ワ ー ク ・サ ー ビス に関 す る

くわ

著 名 な テ ィ ム ズ らのrク ラ イエ ン トは 語 る』 を は じめ と して,児 童 養 護 の領 域
くの

ではティムズの 『サービスを受ける側:児 童への社会的援助利用者の声』,カ
ゆ ロゆ

一ハーンの 『養護を受けて育つ』やT・ オニールの 『希望と呼ばれる場所』が

その代表的なものである。そして,こ うした 「利用者の声」活動を,研 究者や

かつての養護経験者ではなく,現 在児童養護サービスを受けつつ生活している

児童自身が初めて行い,利 用当事者 として 厂声」を発したのが,1977年 に全国

児童研究所主催で実施 された 「養護児童による養護問題検討会」であった。こ
ゆ

の検討会が刊行した報告書 『養護児童の声』は,英 国のみならずカナダ,オ ー

ス トラリアにおいても多 くの関係者に読まれ,そ れ以降の英 国児童養護 の施

策 ・実務に多大な影響力を与 えつつ あ るいわ ゆ る 「養護児童の声」(Who

Cares?Group)運 動の発端となった。 この検討会を継続的に行い,児 童養護

における一種の 「利用者によるサービス評価活動」を恒常的に運動体 として実

践するために組織されたのが,全 国養護児童協会(NationalAssociationof

YoungPeoPleInCare,通 称NAYPIC)で ある(以 上の検討会,報 告書,

全国養護児童協会の詳細については,こ れまで多 くの機会に紹介したので別稿
ロむ

を参照すること。)

ところで,『 養護…児童による養護問題検討会報告書』に謳われた養護児童権
ロの

利憲章(7力 条)は,そ の後全国養護児童協会によって精緻化され,1985年 の
ゆ

『養護児童権利憲章百力条』 とな り,養 護児童権利保障の機軸 として,さ らに

英国児童養護改革の起爆剤として,行 政 ・専門家 ・実務従事者が無視できない

ものとなっている。英国におけるこのような養護児童の権利を保障するための

基本的施策文書は,単 に当事者である養護児童の側からだけではなく,専 門職
ロ　

協 会(英 国 ソー シ ャル ワー カ ー協 会BASW,1978)お よび行 政 当局(ロ ソ ド
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第1図 英国児童養護改革構造の概念図

高齢児童処遇

養護児童による
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(養護児童権利憲章)
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・英国ソーシャルワーカー協会
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計画委員会
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ドブック刊行)

(不服申立手続)

(養護児童スポ
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(養護児童権利

擁護主事雇用)

養護児童権利

擁護を行う外

部の民間機関

「養護児童のための声」

「児童季隹禾OT呆障」

「児童法律援助

セ ンター」

「家族権利 グループ」

「ファース ト・キイ」

ン ・バ ラ児 童 養 護 管 区 計 画 委 員 会,LondonBoroughsChildren'sRegional

むの

PlanningCommittee,1986)な どか ら も公刊 され て お り,い か に この種 の カ

テ ゴ リーに属 す る社 会 福 祉 サ ー ビス の ク ライ エ ン トに対 す る権 利 保 障 が 施 策 ・

ロの

実務において重要視されているか物語 っている。

以上概観してきた英国における児童養護改革の視点 とそれを実際の施策 ・実

務に反映させる構造の概略は,第1図 の様に表 しうるであろう。

要約すれぽ,次 のようにいえるであろ う。すなわち,未 曽有の高齢児童処遇

問題に直面して,『 養護i児童による養護問題検討会報告書』などを契機に従来

の児童養護施策 ・実務の劣等処遇的性格があらわ となり,利 用者による各種の

サービス評価活動をはじめ,養 護児童の権利を擁護する諸民間団体の活動に支

援されて,「 養護児童(家 族)の 声一すなわち意見や批判一を施策 ・実務に反
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映させる」 とい うことの重要性が,理 論的にも実践的にも実証されてきた。そ

して,そ のことを,当 事者 ・専門職協会 ・行政が 『養護児童権利憲章』という

形で公式化し,当 事者の意見を施策 ・実務に反映させる方策が現実的には主と

して,(1)当 事者が声を発するとい う志向,(2)地 方 自治体社会福祉部が当事者の

声を取 り上げるために諸方途を開発するとい う志向,そ して(3)外部の民間団体

が権利擁護のために当事者を支援す るとい う志向,の3つ のアプローチが,英

国児童養護の施策 ・実務改革に実質的影響力を及ぼしているのである。

2.三 つの養護児童権利憲章 とその内容

国連の児童権利条約案はもとより,特 定の社会的欠損状況にあ り特別な社会

的支援を必要とする人烽ﾌ 範疇の一つとして,養 護児童は社会福祉制度におい

て随分と以前から認識されてきた。そして,そ れゆえに児童の権利を扱 う文献

においては,他 の範疇とは異なった権利保障の主体 として取 り上げられること
ロの

が多かった。例えぽ,最 近刊行されたR・ フランクリン編の 『児童の権利』に

は,児 童の政治的権利 ・学校における児童の権利 ・司法制度における児童の権

利 ・雇用制度における児童の権利 ・児童の性的権利 ・少女の権利 ・非 白人児童

の権利等と並置されて,養 護児童の権利が取 り扱われている。 この様に養護児

童は,権 利を保障されるに際して決して一般児童と同列には論 じられない特殊

なニーズをもっている存在 として扱われなければならない。 このような事実が

上記の様kな 動きから各方面に認識されるに至 り,以 下に述べるような養護児

童権利憲章が公にされることになったのである。

先ず全国養護児童協会の権利憲章であるが,こ れは前述した 『養護児童によ

る養護問題検討会報告』の末尾に 『私たちが変革したいこと10か条』 と共に公

刊された 『養護児童権利憲章(7か 条)』を起源 として,「養護児童の声」活動

の活発化に伴ない作成されてきたものが纏められてお り,内 容は以下の事項に

関して全ての養護児童は権利を保障されるとい う宣言である(枚 数の関係で大

要のみ紹介する)。 ケース記録に関する児童の権利(1～12条),規 則 ・懲罰に

関する権利(13～25条),尊 厳 ・プライヴァシー ・個人の自由に関する権利(26
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～55条),的 確…な養 護 の在 り方 に関 す る権i利(56～67条)
,自 分 の家 庭 と家 族 に

関す る権 利(68～73条),ケ ース 再 検 討 協 議 ・ケ ース 会議 に 関 す る権 利(74～
aro

83条),リ ーヴィングケア ・アフターケアに関する権利(84～100条)。 この権

利憲章はさすがに養護児童自身によって作成 されたものであ り,数 多 くの全国

会議や地方毎の集会で集約 された意見に加えて,国 家 ・地方 レベルの調査委員

会に提出した施策 ・実務改善のための意見が じっくりと検討された後,こ うし

た形に纏め上げられたものである。以下に述べる2つ の権利憲章 と比べると,

サービスを うける立場 としての姿勢が貫徹され,そ れだけに説得力は著しい。

次に英国 ソーシャル ワーカー協会の 『養護児童一権利憲章』は,『 養護児童

による養護問題検討会報告』(1977年)の 翌年に,『 児童養護におけるソーシ

ャルワーク』の一部として公にされたものである。同文書は,権 利憲章ととも

に 厂児童虐待一実践綱領」や 「里親養護のための児童の宣伝問題」に関する同

協会の立場を表明している。児童養護 ソーシャル ワークにおける基本的指針と

してソーシャル ワーカーの専門職協会が養護児童権利憲章を作成 ・公刊したこ

とは,児 童養護問題の本質にたいする彼等の理解と共に,彼 等の専門職 として

の志向が如実に示 されているものとして,極 めて興味深い。解説は省 くが,8

力条よりなる権利憲章を以下に訳出しておこう。

1条 養護児童は,た とえ彼(女)の 権利やニーズが他者の権利 と密接に関

わっている場合にも,個 別的に尊敬され考慮される権利を持つ。

2条 養護児童は,彼(女)の 個別的ニーズの理解と充足 に献身してお り特

別に選抜された熟練 した大人に世話を受ける権利を持つ。

3条 児童が養護措置を受ける前には,彼(女)の 家族 ・家庭環境に関する

アセスメン トが行われるべきであ り,そ れには児童と家族にとっての養

護措置に対する準備,お よび養護計画の決定に彼 らが参加することが含

まれるべきである。

4条 養護児童は,彼(女)の 情緒的 ・身体的 ・社会的 ・知的発達に資する

環境で生活す る権利を持つ。

5条 養護児童は,彼(女)の 固有のアイデンティティを認めかつ尊重する

ような個別的配慮を受ける権利を持つ。
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6条 養護児童は,彼(女)の 境遇に関する情報を知る権利および自分の将

来を決定する計画に参加する権利を持つ。

7条 養護児童は,彼(女)の 養護を担当する機関には自分を保護しかつ自

分の利益を促進するような管理運営上の基準や手続きが備わっていると

いうことを保障される権利を持つ。
セゆ

8条 養護児童は,法 律の保護を受ける権利を持つ。

第3の 行政による権利憲章は,1969年 児童青少年法に基づき32あ る ロン ド

ン ・バ ラ全体の児童養護計画を担当す る管区計画委員会が,所 管する区域の新

たな児童養護施策の策定 と共に作成 した施策 ・実務の基本理念 となるものであ

り,各 ロン ドン ・バラの社会福祉部がこれにそって担当区域に相応しい施策 ・

実務を展開 していく指針を提供している。この権利憲章は,養 護児童に保障さ

れるべき権利を法的権利(1egalrights)と 道徳的権利(moralrights)の2

種類に分け,前 者を14条 に纏め,後 者はさらに 厂的確なソーシャルワーク実践

を保障される権利」(Therighttogoodsocialworkpractice)と 「正常な発

達を保障される権利」(TherighttoNormalDevelopment)に 分けて,そ れ

ぞれ15条,10条 に纏めている。

法的権利に関 して,養 護児童は以下のような諸権利を保障されるべ きである

と謳っている。(1)地方 自治体に自分の福祉促進を第一義的に優先させる権利

(2)裁判所手続 きにおいて自分の意見 ・感情 ・不服を表わす諸手段を提供される

権利(3)自 分の将来に関する諸決定に参加する権利(4)6か 月毎のケース再検

討の主体 となる権利(5)一 般市民に保障 される諸権利(参 政権,自 由権)(6)

自宅で生活する場合 と同様の犯罪容疑に関わる諸権利(7)園 内教育を伴 う施設

において独立 した訪問員を任命 してもらう権利(8)家 族 との接触を維持 ・促進

する権利(9)自 分の宗教行事を行 う権利 ⑩ ソーシャルワーカーによる頻繁か

つ定期的な訪問を受ける権利 ⑪独立 した法律相談を受ける権利 ⑫同年齢の

地域の子供 と同じ教育を受ける権利 ⑬教育制度における(例 えば継続教育を

受ける)権 利 ⑭園内教育を伴 う施設において16歳 で学業を終える権利。

道徳的権利のうち 「的確なソーシャルワーク実践を保障される権利」に関し

ては,以 下のような諸権利の保障を義務付けている。(1)ソーシャルワーカー存こ
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個別的養護計画を立ててもらう権利(2)諸 決定の過程に関する情報を知る権利

(3)自分のケース再検討に参加 ・貢献する権利(4)自 分のケース記録など読む権

利(5)安 定 した養護措置を保障 される権利(6)好 きなだけ肉親 と接触する権利

(7)ソーシャルワーカーから頻繁かつ定期的に訪問を受ける権利(8)ソ ーシャル

ワーカーより上級の職員 と接触する権利(9)プ ライバシーを保障する諸手段を

確保する権利 ⑩ 自分や家族の情報を他人に知 られない権利 ⑪ 自分が所有す

る衣服を着用する権利 ⑫人倫に反するような懲罰を受けない権利 ⑬措置変

更の際に一貫性のある養護を受ける権利 ⑭民間 ・私的機関の養護に委託され

る場合,諸 決定の権限は誰が握っているか知る権利 ⑮不服がある場合誰に援

助を求めることができるか知る権利。

そして,道 徳的権利の うち 厂正常な発達を保障される権利」に関 しては次の

ような諸権利が保障 されるべ きであると謳われている。(1)自分のアイデンティ

ティや 自尊心を保つ権利(2)家 族 ・友人 ・その他の人間関係を維持する権利

(3)危険を犯 し通常の生活上の危機に対処する経験を与えられる権利(4)友 人 ・

肉親などへの訪問や宿泊 ・旅行 ・遠足を行 う権利(5)保 健ケア ・医療歯科治療

を継続して受ける権利(6)継 続 して教育を受ける権利 ⑦小数民族出身の児童

が当該共同体 との接触を保障 される権利(8)正 常な性的発達が保障される環境

で育つ権利(9)自 立 した大人の生活に必要な諸技能を習得する機会を与え られ
セコ

る権利 ⑩独立 した大人 として自立するよう支援される権利。

以上のような3つ の権利憲章が保障する諸権利が十分に守 られていれば,児

童養護改革の必要はないわけである。 しか しなが ら,現 実には多 くの権利が侵

害される情況が少なか らず存在 している。こうした深刻な権利侵害の情況が,

行政当局や実務従事者の側か ら問題 として提起される可能性はあったとしても

極めて希であろう。なぜならかかる情況が存在する第一.的 責任は彼等にある

からである(も っとも後述するように,利 用者の声を施策 ・実務改善に不可欠

なものとして重要視する社会福祉部が少なか らず輩出してきていることも事実

であるが)。 したがって,こ うした情況を改善するためには,児 童養護サービ

スを受けている当事者(養 護児童 ・家族)が 利用者としてサービス評価 を行

い・自分たちに保障された諸権利の侵害瘠況を公にすると共に,サ ービス提供
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の責任者側(地 方 自治体社会福祉部部長 ・上級管理運営職員 ・ソーシャルワー

カー ・施設職員 ・里親など)の 姿勢を正 していかねぽならない。それを行 うた

めには,サ ービス利用者の声を施策 ・実務に反映させる方途を様kな 形で組織

することである。第1図 に示 したように,こ の方途は今のところ,以 下の章で

説明する3つ の次元(① 直接当事者が意見 ・批判を発する ②当事者が意見 ・

批判の声を発する手段を地方 自治体社会福祉部が制度化する ③外部の民間の

養護児童権利擁護機関が当事者の批判 ・不服申立を支援する)に おいて実現さ

れつつあるといえよう。

3.養 護児童(家 族)に よる直接的な意見 ・批判 の提示

この次元における活動の代表的なものは,い うまでもなく各地における 厂養

護児童の声」 グループとそれらの統括組織である全国養護児童協会の活動であ

る。各地のグループは地方自治体社会福祉部の研修や委員会において意見を求

められた り,当 該地方自治体に児童養護施策 ・実務の改善を要請することも多

く,実 質的に最も有効な児童養護制度のスーパーヴァイザーとしての役割を果

たしつつある。全国養護児童協会は,国 政 レベルにおける社会福祉の在 り方に

関する諸種の公式調査委員会において意見聴取 され,サ ービス利用者の声とし

て意見を提出することが重要な機能となってきている。最近では,厂 ソーシャ

ル ワーカーの役割 と課業に関するバークレー委員会」(1982年 報告),厂 下院社

会福祉一児童養護一に関するショー ト委員会」(1984年 報告),「 居住施設ケア

に関するワーグナー委員会」(1988年 報告)な どにおいて,児 童養護施策 ・実
　

務改善策を意見具申した。

このような養護…児童 自身の活動を側面的に援助する重要な情報源は,養 護児

童のための全国誌 とい う副題が付けられたr養 護児童の声 マ ガジ ン』(Who
¢o

Cares?Magazine)で ある。これは全国養護児童協会の機関誌であ り,1985年

から年に2度 発行 されてお り,全 国の養護児童に配布 されてい る。 そ の起源

は,uン ドンのウエス トミンスター社会福祉部が養護措置を受けている全児童

に養護に関する様kな 情報を提供するために刊行 していたr養 護児童の声二x
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一ス』であ り,そ の意義が広 く認められて全国に配布 される養護児童のための

情報誌に格上げされたのである。英国ではよくあることであるが,1地 方自治

体社会福祉部が開発した実践の有効性が認知され,全 国的に採用されたのであ

る。したがって,編 集長はウエス トミンスターでそれを担当していた ソーシャ

ルワーカー(MrsVictoriaLaughland)が 専任 となって,全 国児童研究所の

一部屋を拠点として刊行している。同誌の内容は,読 者か らの投書,養 護児童

による有名人への訪問インタビュー,写 真物語による養護処遇の説明(あ る児

童の実際のケースを素材として),養 護関連 トピックスの解説,児 童 自身によ

る養護経験の紹介と問題点の指摘,手 頃な啓蒙文書の紹介,全 国養護児童協会

関連二x一 スなど,実 に盛 り沢山である。そして,若 い児童に程 よくアピール

するように非常に多 くの写真 ・イラス トが添えられている。この様な情報源の
　

存在は,「 養護児童の声」活動を支える一つの重要な基盤 となっている。

次に養護児童を抱えている当事者としての家族(特 に親)が いかなる形で意

見提示や批判を行っているか検討 してみよう。あま り資料は多 くはないが,一

例として養護児童を抱える親の当事者組織(self-helpgroup)と しての 「ペア

レンッ ・エイ ド」(ParentsAid)を 取 り上げ よう。 ペアレンツ ・エイ ドは,

養護児童の親(祖 父母を含む)た ちが共に集い,相 互に助け合 う全国的な当事

者組織であ り,各 地に18か所のグループが存在 してお り,積 極的に活動してい

る。この活動に理解のある法律家やボランティアが支援して くれ る こ とも多

い。 一般的には,自 分の子供や孫を施設や里親に措置されている親や祖父母

が,自 分たちの意見を明確にして養護処遇 ・施策の改善を積極的に要求するこ

とは想像できない。 彼等は多 くの場合そ うしたこ とに消極的であろ う。 しか

も,「 彼等が力を増すことは,必 ず しも養護施策策定者にとってもソーシャル
¢9

ワーカーにとっても快い歓迎すべきことを意味二してはいない。」 とは い うもの

の,自 分の子供や孫がいかなる取 り扱いを受けているか十分に知る権利が彼等

にはあ り,そ の処遇が不適切な場合は変更を求めることも法律的に保障されて

いるのである。したがって,厂 彼等が自分の子供や孫に対 してなされる諸決定

に影響力を与えることは当然であるのに,実 際には,依 然 としてほとんど彼等
Fzti

は影響力をもっていないのである。」そ うした情況を幾分でも解消するために,
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ペァレンツ ・エイ ドが結成 され,親 たちに養護に関する有用な情報を提供する

と共に,相 互に励 まし合い,問 題解決の緒を教え合っているのである。そうし

た目的のために,ペ アレンツ ・エイ ドは,『 養護児童の親の迄めのガイ ドブッ
　

ク』(初 版1984年,毎 年 改 訂)を 刊 行 ・配 布 して い る。 そ の 内 容 は,101の 質問

と応 答 の形 で 次 の よ うな こ とが解 説 され,ま た親 に よる ア ク シ ョ ンの成 功 事例

も幾 つ か 紹 介 され て い る。 す な わ ち,「 お 子 さん と法 律:自 発 的 養 護 の 場 合」,

「お 子 さん と法 律:強 制 的 養護 の場 合 」,「あ な た とお 子 さ ん」,「あ なた と ソー

シ ャル ワー ヵ一」,「あ な た とお 子 さん の里 親 」,「施 設 に お け る あ な た のお 子 さ

ん 」,「費用 の 問題 」,「援 助 して くれ る人k」,「 ペ ァ レ ン ツ ・エ イ ドとは何 か」

とい うよ うな こ とで あ る。 ペ ア レ ン ツ ・エ イ ドに つ い て調 査 したM・ モ ナ コと

J・ ソバ ー ンの 研 究 に よれ ぽ,回 答 した ペ ア レ ン ツ ・エ イ ド加 入 者 の 約85%
pro

が,加 入は自分にとって 「非常に重要」あるいは 「重要」であると答えている。

このように,養 護児童や親が直接的に意見を表明し,児 童養護施策 ・実務の改

善を計るとい う志向は非常に有効であ り,少 なからず施策 ・実務の不備の発見

に役立ってきたが,直 接的であるだけに,組 織化の難 しさが伴ってお り,楽 観

的に今後の展開を予想することはできないであろ う。

4.地 方自治体社会福祉部における養護児童権利

擁護制度の導入

地方 自治体社会福祉部が児童養護施策 ・実務に関して以上に記述してきたよ

うな問題意識を抱 くことになったのは,せ いぜい1977年 のr養 護児童による養

護問題検討会報告』以降のことであろう。同報告でなされた養護児童の権利侵

害の実情暴露は,従 来の家父長主義的児童養護施策 ・実務に対する脅迫状にも

等 しかった。各地方 自治体社会福祉部は,「権利憲章」や 「変革したいこと」を

参考にして,種 々の権利擁護手段を試み,制 度化せざるを得なくなってきた。

この様な地方 自治体社会福祉部による諸種の革新的試みの うち,以 下に ①当

該社会福祉部による 『養護児童ガイ ドブック』(GuideforChildreninCare)

の刊行 ②不服申立手続(complaintprocedure)の 制度化 ③養護児童スポ
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一クスマン(Children'sSpokesman)制 度 ④養護児童 権利擁護サ ー ビス

(Children'sRightsService)制 度の四つについて概要を述べてみたい。

まず 『ガイ ドブック』であるが,こ れは基本的には当該地方 自治体社会福祉

部の作成したものが全養護児童に配布されるべきである。それによって,養 護

における諸権利を保障される情報が提供されるからである。 しかし,依 然 とし

て独自の『ガイ ドブック』をもっていない社会福祉部 もある。民間の養護児童権

利擁護機関は,そ うした社会福祉部の養護iを受ける児童には民間機関(例>xぽ

全国児童研究所や英国国教会児童福祉協会)が 作成 したrガ イ ドブック』を活用
　

するよう勧めている。この種のrガ イ ドブック』編集の第一人者であるローラ

ンド夫人は,rガ イ ドブック』の形式を以下の4種 類に分け,そ れぞれの長所

短所を説明している。①語句を アルファベット順に並べて解説 しているもの…

…使い易いが児童が期待することに必要な説明が無いことが多い ②養護段階

の順に配列 したもの(措 置開始,入 所中,退 所時 というように)… …論理的で

あるが詰み込み過 ぎる危険性があ り,若 者の経験に 「専門職モデル」を使用し

ている③ トピックス別に配列 したもの…・・使 い易 く理解 し易いが,説 明が長 く

なり過 ぎて説明の要点がつかみにくくなる ④漫画の コマを連続させたもの…

…若者には魅力的であるが,混 乱を招 く恐れがあ り,流 行 りであるだけに,そ

れが冷めることがある。 筆者の手元には,カ ムデソ社会福祉部のもの(・'1

年),ワ ンズワース社会福祉部のもの(1987年)そ れにグリニッジ社会福祉部の
ゆゆ

もの(1988年)が あるが,前 者は①のモデル,中 者は② と③の折衷モデル,後 者

は②と④の折衷モデルを採用 している。いずれ も当該社会福祉部の養護児童 ・

里親 ・施設職員 ・ソーシャルワーカー ・専門コンサルタントの協力をえて作成

されたものである。 このrガ イ ドブック』の形式がいかなるものであれ,そ の

中に含 まれる情報で不可欠なのは,不 服申立手続に関することである。 グリニ

ッジの場合は,不 服申立手続に関する詳 しい小冊子 も併せて配布 している。そ

ういう必要性からであろ うが,3つ のガイ ドブックの表紙あるい は裏 表紙 に

は,養 護児童が不服を申し立てるようなこと(例 えば暴力)が あって,直 接処

遇員や ソーシャルワーカーでは埒があかない場合,直 接に当該地方 自治体社会

福祉部部長や不服申立の最高責任者に連絡できるように,受 取人払いの宛名付
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きの葉書あるいは封書(contactcard)が 添えられている。 このように,養 護

において法的 ・道徳的に保障される様kな 権利や不服を申し立てる手続 きを中

心に,養 護とい う特殊な環境で生活をする際に知っておくべき多種多様な情報

を養護に措置される児童にガイ ドブックを通して提供してお くことは,児 童自

身がサービス評価を行 う基本的準備 となるのである。こうした情報の提供は,

児童のみならず,児 童の親に対 して もなされねぽな らぬであろ う。

次は地方 自治体社会福祉部における不服申立てあるいはその手続の制度化に

ついてである。これは以下に紹介するように既に多 くの先進地方自治体では制

度化 されているが,養 護児童の権利保障を実質化する基本要件であろ う。これ

については,居 住施設ケアに関する 『ワーグナー報告』が地方自治体だけでは

なく民間 ・私的機関をも含めて,強 く制度化を要請 しているし(3章21節),

新たに立法化 され ようとしている 『児童法案』の骨子を提示した政府白書 『児

童養護 と家族福祉サービスに関す る法律』においても,以 下のように明確にそ

の制度化が要請 されている。 「養護児童に対 してなされた決定や処遇に児童自

身あるいは親が納得できないことは少なか らずあるであろう。こうした対立や

不満 ・不服を解決するために地方 自治体は独立 した手続を制度化すべきである

と政府は提案する。かかる手続の内容の詳細は,地 方 自治体が所轄地域の特性

を考慮 して決めるべ きであろ うが,か かる手続は十分に知れわた りたやす く利

用できるようでなければならない」(31節)。

では実際に制度化 されている 「不服申立手続」 とはいかなるものか,グ リニ

ッジ社会福祉部のものを例 として学んでみ よう。 同社会福祉部では,そ れを

「養護児童のためのア ドヴァイス ・不服申立手続」(TheAdviceandCom・

plaintsProcedureforChildrenandYoungPeopleinCare)と 名付けてい
おヨ

る。 この 「手続」が必要な理由は,サ ービス利用者 自身に よる児童養護施策 ・

実務の形成 と供給への積極的参加,そ して利用者の生活に影響する諸決定に対

する彼等の権利保障である。さらに現実問題 として も,行 政の組織機構や行政

事務が依拠する法規が益k複 雑かつ膨大になって くると,「 間違いは起こりう

るし,そ の処理に誤ることもある。このことは公式に認めねぽな らない。そし

て間違った判断が生 じる場合にはそれを正す手続が児童養護制度には組み込ま

一126一



図2

英国における児童養護改革の視座

グ リニッジ社会福祉 部の 「養護児童 のためのア ドヴァイス ・不服 申立手続」

(非公式)・

養護 児童

接触 カー ド 電話

ユ ー ス リ ー チ

ア ドヴ ァ イザ ー

児童 と会 って

話 し合 い、問題 を

,明 確 にす る

児童養護制度自体

へ挑戦する必要性

不服申立

を行う

問題が解決し

児童が納得する

「養護 児童 のため

の声」 の ア ドヴァ

イザー と連繋 す る

社会福祉部内の

関係職員に会 う

①養護児童の利益

を代弁する

②両者の問をとり

なす

③問題解決の方法

を探る

・ 公 式 手 続

参 照

出典:GreenwichSSD,TheAdviceandComplaints

問題が解決し

児童が納得する

ProcedureforChildrenandYoungPeople

inCare,1988,p.9
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図3グ リニッジ社会福祉部の 「養護児童 のためのア ドヴァイス ・不服 申立手続」

(公 式)

ア ドヴ ァイザー/弁 護 者 と養護 児童 が

書面 を以 て不服 申立 を行 う

(もはや秘密裡 に取 り扱 われ ない)

不服 申立 受理 オフ ィサー

申立事項調査者の任命

調査者 が関係者 全員 と面…接 し

当該 サー ビスのマ ネージ ャー

に勧告 を行 う

勧 告 を受 けたマ ネー ジ ャー は

勧告 について決定 を行 う

ア ドヴ ァイザー/

弁 護者 と養護 児童

が不服 申立 受理 オ

フィサ ー を通 じて

問題 を上訴 す る

問題が解決し

児童が納得する

不服申立受理オフィ

サーがケース再検討

下位委員会による上

訴公聴会を招集

出典:GreenwichSSD,TheAdviceandComplaints

Procedurefor .ChildrenandYoungPeople

inCare,1.988,p.10
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れてい な け れ ば な らな い」 とい う強 い要 請 もあ る。 実 際 の 「手 続」 の プ ロセ ス

は,告 知(noti丘cation),登 録,上 訴(apPea1)の3段 階 か らな る。 告 知 の段

階では 一 応不 服 申立 は 非 公式 で 行 わ れ る。 この段 階 で は主 として,厂 ユ ース リ

ーチ」(Youthreach)と い う地 方 自治体 か らは独 立 した民 間 機 関 が 問 題 解 決 に

当る。 ユ ース リーチ は,研 修 を 受 け た ヴ ォ ラ ソテ ィア か らな る一 群 の ア ドヴ ァ

イザ ーを 通 じて,ア ドヴ ァ イス ・情報 ・カ ウ ンセ リン グサ ー ビス を提 供 して い

る。問 題 が よ り複 雑 な もの で あ れ ば,次 章 で 説 明 す る民 間機 関 「養 護 児 童 のた

めの声 」(AVoicefortheChildinCare)の 弁 護 者(advocate)の 支 援 を依

頼す る。 具 体 的 な流 れ は,図2の フ ローチ ャ ー トを 参 照 して い た だ きた い。

さて,も しユ ー ス リー チ の ア ドヴ ァイザ ーや 厂養 護 児 童 の た め の 声」 の弁 護

者の指 導 助 言 ・支 援 を 受 け て も,児 童 が 納 得 で き る よ うな 形 で 問 題 が 解 決 しな

いな らば,彼 等 の指 示 を 受 け て 不 服 申立 受 理 オ フ ィサ ー(complaintsreceiving

officer)に 公 式 の不 服 申立 を 行 う。 す る と受 理 オ フ ィサ ーは 申 し立 て られ た 問

題 の調査 者 を任 命 す る。 調 査 者 は関 係 者 全 て に面 接 し,勧 告 を 含 ん だ 報 告 書 を

提 出す る。 報 告 書 は,受 理 オ フ ィサ ー を通 して関 係 者 全 員(問 題 に 関 与 した 職

員に も勿 論 の こ と)お よび 当 該部 門 の サ ー ビス ・マ ネ ー ジ ャ ーに 送 付 され る。

マネ ー ジ ャ ーは そ れ を読 ん で いか な る ア ク シ ョ ンを 起 こす か 決 定 しな け れ ぽ な

らない。 そ うした結 果 に対 して,児 童 が納 得 で きな い ので あ れ ば,受 理 オ フ ィ

サーを 通 じて ケ ース再 検 討 下 位 委 員会 に上 訴 す る こ とが で きる。

以上 が,グ リニ ッ ジの 「不 服 申立 手 続 」 の概 要 であ る。 そ の他 の地 方 自治 体
おゆ

で 厂不 服 申立 手 続 」 を制 度 化 して い る とこ ろ と しては,レ ス タ シ ャーが あ る。

そ こに お け る 「不 服 申立 手 続 」 は概 ね グ リニ ッジ に類 似 して い るが,違 う点 は

レス タ シ ャ ーで は 「不 服 申立 手 続 」 を もっ と広 範 か つ 多 様 な メ ニ ュー を も つ

「養護 児 童権 利 擁 護 サ ー ビス」 の一 環 と して位 置 付 け て い る こ と と,グ リニ ッ

ジの不 服 申立 受 理 オ フ ィサ ーに 相 当す る職 員 が 「養 護 児 童 権 利 擁 護 オ フ ィ サ

ー」(children'srightsofficer)と 呼 ば れ て お り
,「 不 服 申立 手 続 」 だ け で は な

く,養 護 児 童権 利 擁 護 サ ー ビス全 体 の責 任 を負 っ て い る こ とであ る。 現 在 レス

タシャ ーの 養 護 児 童権 利 擁 護 オ フ ィサ ーを勤 め て い るA・ デ リ ッ クは,4つ の

地方 自治体 の不 服 申立 制 度 を調 査 して,不 服 申立 制 度 の チ ェ ッ ク リス トを 作 成
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してお り,養 護児童の権利保障に資する要件の分析を行 っている。

このように,地 方自治体社会福祉部が養護i児童の権利を保障する施策 ・実務

の中核は,「 不服申立手続」制度であるには違いないが,地 方 自治体によって

は,こ の制度を補足す るような諸サービスを統合 して,養 護児童のために新た

なサービス分野を開発 した り,あ るいはこの制度の代替 となるような制度を試

みているところがある。前者では,既 に若干言及した レスタシャーの 「養護児

童権利擁護サービス」が,後 者では ロン ドン ・ハ リンゲイ区の 「児童スポーク

スマン」制度が著名である。

レスタシャーの 「養護児童権利擁護サービス」は,2名 の専任養護児童権利
　 おむ

擁護オフィサーの職務の総称である。 この専門職の第一義的責務は,養 護に措

置された児童の権利 と利益が認識 され尊重 されるよう促進 ・開発を行 うことに

よって,全 ての養護児童を援助す る ことであ る。具体的には,「 不服申立手

続」関連業務を中心 として,養 護児童が容易に接触できる存在 として,情 報や

ア ドヴァイスを提供 し,彼 等の不利益になる施策 ・実務の改善のための意見具

申を行い,そ うした目的に資する革新的方策を開発 し,あ るいは養護児童の権

利保障に関わる諸決定に裁量権を行使 した り,養 護児童弁護支援サービスの提

供,厂 養護児童の声」活動の奨励,権 利擁護情報パ ックの作成 と配布など,非

常に広範多岐の課業を担っている。 しか も,レ スタシャーの特色は,自 ら養

護経験者であ り,研 修候補者 として社会福祉部で働きなが らソーシャルサービ

ス認定証(CSS)を 取得した青年をこのポス トに任用 していることである。 養

護の諸問題を自ら体験 したことのある職員は,ク ライエソ トのニーズが何であ

るかを極めて切実に認識 しているであろ う。ちなみに,も う1人 は博士号取得

者である。

ハ リンゲイの 「児童スポークスマン」は,次 のように定義されている。 「自

らの将来について諸決定がなされる養護児童の利益を代弁するために,ヴ ォラ

ンティアとして研修を受けたコミュニティの住人である。彼(女)は 担当児童

の希望を聞き出して,客 観的にそれをケース再検討会議に提示 し,担 当児童の

将来計画に関する話し合いに関与する。彼(女)が 専門職員からは独立 した第

三者的存在であ らねぽならないのは,そ うでないとr養 護体制』に猜疑心を抱
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いている児童の信用を得 られないか らである。彼(女)が こうした役割を遂行

するのは,独 立した第三者の意見が有益であるとケース再検討会議が考えたケ

ースに限 られる。児童スポークスマンはヴォランティアであ り,無 給である。

……また彼(女)は 自分で意見を言える養護児童の代弁者であってはならず,

同様にフィール ド・ワーカーや居住施設 ワーカーの役割を代行するものであっ
おの

てもならない。」養護児童の自分の将来についての意見 を 明確にするために,

養護体制関係者以外か ら弁護者 ・代弁者としての個人を選んで児童の利益を防

衛することは,1975年 児童法第59条1項 の 厂養護児童の希望や意見を出来るか
　

ぎり諸決定に反映させる原則」の保障の一環になるとともに,「 地方 自治体に

は養護児童を訪問する独立した第三者を任命 し,彼(女)に 当該児童を訪問 さ
おお

せる義務がある」 とい う1969年児童青少年法第24条 の要件を満たすことにもな

る。これはまた,『 ワーグナー報告』第10章22節 の 「居住施設で生活する養護

児童には独立した弁護者と接触す る権利が与}xら れ るべ きである」 とい う勧告

の実現を押し進めることとなる。要するに,「 児童スポークスマンとは,養 護

児童が言いたいと思っていることを,児 童の世界に責任ある大人たちに伝えよ
ゆ

うと努めることができる独立 した人物のことである。」

以上,地 方 自治体社会福祉部の側が試みている養護児童権利擁i護制度の幾つ

かを垣間見てきた。 こうした努力を全ての地方 自治体が行っているわけではな

いし,こ のようなことが制度化 されているか らといって,養 護児童の権利が十

分に守 られているとい う保証にはならない。そこで民間の養護児童権利擁護機

関が極めて重大な役割を果たさなけれぽならなくなって くるのである。

5.民 間の養護児童権利擁i護機関の存在 とその意義

養護児童(家 族)に よる意見表明努力および地方自治体権利 擁…護 制度 を支

援・補強するもの として,民 間の養護児童権利擁護機関が存在 している。既存

の多 くの民間児童福祉団体,例}xぽ 「バナー ドゥ」,「 全国児童ホーム」,「 英

国国教会児童福祉協会」などは,そ の業務の一部 として養護児童の権利を擁護

する部門を抱えてお り,各k独 自の伝統に基づいて活動をして きて い る。 ま
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た,養 護児童が居住する地域に存在する市民オンブズマン,あ るいは地域選出

の地方議員や下院議員などは,養 護児童の不満や抗議に耳を傾けて くれ,し か

るべきアクションをとってくれるようになってはいる。 しかし,こ こで取 り上

げるのは,専 ら養護児童およびその家族を対象 として,そ の権利擁護のために

活動している民間機関である。このような民間の養護児童権利擁護機関は,支

援対象にしたがって概ね以下の3種 類に分けられる。①養護児童 自身を対象と

する機関,② 養護児童の親(家 族)を 対象 とする機関,③ 養護を離れる前後の

(いわゆるリーヴィング ・ケア)若 者を対象とする機関。

①の代表 としては,「養護児童のための声」(AVoicefortheChildinCare)
ゆ

がある。この機関は1975年 創立 され,5か 所に支部を持つこの分野の草分け的

存在である。構成員は養護児童,ソ ーシャルワーカー,児 童養護職員,ガ ーデ

ィアン ・ア ド・ライテム(裁 判所によって任命 され児童の意見を代弁す る者),

公私福祉機関の管理運営職員,教 育 ・法律の専門家,一 般市民などである。機

関の目的は,(a)養 護児童に自分の生活について意見表明をさせること,(b)養護

児童が自分の権利を擁護して くれる大人に接触する方法を見出すこと,(c)有効

な不服申立手続制度のモデルを見出すこと,(d)児 童養護の専門的実践水準を高

めること,(e)養護児童権利擁護に関する情報を提供すること,で ある。具体的

には,養 護児童の権利擁護 のための各種の会議 ・集会開催,不 服申立手続のモ

デル提示 と制度化のための指導 各種刊行物(『 ガイ ドブック』,『 養護児童手

帳』,VCCペ イパーズ,VCCニ ュースレターなど),養 護児童のための弁護

者派遣,養 護児童権利擁護のための各種文書の収集,な どを行っている。 とり

わけ,不 服申立手続に関して,事 務局長であるG・ ジェイムズ氏の指導力は社

会福祉部部長協会でも高 く評価されてお り,各 地の地方 自治体の相談役をつと

めている。
　

② の 代 表 は,厂 家 族 権 利 グル ー プ」(FamilyRightsGroup)で あ る。 これ

は 「ペ ア レン ツ ・エ イ ド」 と密 接 に 連 携 して い るが,当 事 者 団 体 で は な い。

1975年 に 設 立 され,ソ ー シ ャル ワー カ ー,法 律 専 門 家 お よび 児 童 養 護 に 関 連す

る法 律 ・実 践 を 改 善 し よ う と志 して い るそ の 他 の 人kか ら構 成 され て い る。 こ

の機 関 の関 心 は,児 童 が 養 護 措 置 を うけ る理 由 と方 法,養 護 児 童 を 抱 え る家族
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の取 り扱われ方,在 宅指導を受ける児童あるいは家庭復帰した児童を抱}xる 家

族の援助の仕方,並 びに苦境にある家族が社会福祉部に援助を求める場合の対

処のされ方,な どに集中している。したがって,次 のような3つ の主要目標を

実現すべ く,家 族への助言指導 ・支…援活動,出 版による啓蒙広報活動(非 常に

多くの文書を刊行 している),公 私調査委員会への意見提出,現 任研修コース

の開設など,積 極的に活動している。すなわち,養 護児童を抱}xる家族の構成

員を自分の子供の養護に充分且つ公正に関与させること,家 族構成員の権利が

擁護 され彼等が 自分の子供に対する責任を負えるように裁判所における諸種の

手続を改善すること,家 族 ・児童養護関連法規および優れた実践に関する知識

の向上,の3つ である。一般の養護児童の親をも含めてはいるが,虐 待に絡む

養護命令(careorder)で 子供を強制養護措置される家族への援助にかな り力

点が置かれている。

③における優れた機関の代表は,1984年 に設立された 「ファース ト・キイ」

である。各地の4つ の事務所を拠点 として活動するこの機関は,自 らを 「リー
ゆ

ヴィ ン グ ・ケ ア ・ア ドヴ ァイ ソ リ ・サ ー ビス 」 と呼 ん で い る。 この 機 関 の 信 念

は,「 地 方 自治 体 に よって 養 護 され る こ とお よび そ こか ら離 れ て 自立 した 大 人

の生 活 へ と移 る こ とに 関 わ る 諸 決定 に若 者(youngpeople)は 参 加 す る能 力

を備 え て い る」 とい うこ とであ り,こ れ を 具 体 的 に 以 下 の3つ の 目標 で 実 現 し

よ うと して い る。(a)地 方 自治 体 の養 護 か ら離 れ よ う として い る若 者 へ の取 組 に

おけ る優 れ た 実 践 を促 進 す る こ と,(b)社 会 福 祉 サ ー ビス 同 様 住 宅 ・教 育 ・職 業

訓練 サ ー ビス の利 用 を 通 じて養 護 か ら離 れ る際 の 支 援 を 増 強 す るた め に,公 私

機 関や コ ミzニ テ ィ集 団 にお け る調 整 を 進 め る こ と,(c)養 護 を 離 れ る若 者 へ の

援助 法 を改 善 す るた め 全 国的 な キ ャ ンペ ー ンを 行 うこ と。 そ の た め に,相 談 指

導 サ ー ビス,関 連 事 業 情 報 の収 集,地 方 自治 体 社 会 福 祉 部 ・住 宅 部 との 共 同 プ

ロジ ェ ク ト,関 連職 員 へ の 研 修 事 業,各 種 会 議 ・会 合 の 開 催,出 版 事 業(rリ

ソース ・ダイ レ ク ト リ』,rF.Kニ ュー ス』)等 を実 施 して い る。rF.Kニ ュ ー

ス』 は 隔 月 出版 で,こ の 領 域 にお け る最 も包 括 的 か つ 実 践 的 な 情報 源 と して信

頼 を得 て い る。 なお,こ の 機 関 は,前 身 とな る団 体 の 経 験 を 受 け 継 ぎ,住 宅提
　

供サ ー ビス にお いて は 特 に定 評 が あ る。 他 に,リ ー ヴ ィ ソ グ ・ケ ア ・チ ャ ー ト
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の導入等でも先駆的役割を果たしている(こ の他に,「 児童法 律援助 セ ンタ

ー」や 「児童権利保障」をはじめ,専 ら養護児童を対象 としているわけではな

いが養護児童が利用できる民間機関が多 く存在 している。が,こ こでは省 く)。

以上のように,地 方 自治体社会福祉部か らは独立した機関 が養護 児童(家

族)の 権利擁護のために存在してお り,た>xず,社 会福祉部の児童養護施策 ・

実務に目を光 らせているのであ り,当 事者だけでは限界のある施策 ・実務改善

のために大きく貢献しているのである。

結 語

サ ッチャー政権下の英国における地方自治体社会福祉サービスは,他 の社会

諸制度 と同様市場原理の徹底により財政効率が最優先される流れの中で,大 幅

に資源配分の見直しが進め られてきている。ウォ リクシャーが実施した公立児
おの

童ホーム全廃などは,そ の典型的例であろう。・それによってウォリクシャーに

住む養護児童の養護処遇の選択肢は狭め られた。要するに資源の効率的活用の

ためのオペ レイションであ り,児 童養護における財務効率(valueformoney)

優先原理の適用である。このような深刻な事態に英国の児童養護関係者はいか

に取 り組もうとしているのであろうか。本稿で取 り上げたアブR一 チが一つの

解答であろう。もちろん,こ うしたアプローチが一部の養護児童やその家族,

地方 自治体社会福祉部,当 該民間機関のみの関心にとどまり,英 国における児

童養護施策 ・実務の普遍的なアブR-一 チとして採用,制 度化されなければ,サ

ッチャリズムの前に敗北をきすことになるかもしれない。とはいix,不 服申立

制度の制度化を規定する新たな児童法(多 分1990年 児童法)や 国連児童権利条

約における 「児童の意見表明権」条項などは,こ うした英国の児童養護改革の

アプローチを理念的に支援するものとして,大 いに期待できるものであろう。
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